
 

件   名  亀山市手数料条例の一部を改正
する条例  

建設部建築開発室
企画総務部総務法制室

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

次の手数料について、法改正等に伴い、所要の改正を行うものです。  

（１）長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料  

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則」（平成２１年国土

交通省令第３号）及び「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の

方法の基準」（平成２１年国土交通省告示第２０９号）を改正する省令及

び告示が平成２８年４月１日から施行されることに伴い、既存住宅におけ

る増築及び改築を行う場合においても長期優良住宅建築等計画の認定事務

を行うことから、所要の改正を行います。  

（２）都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料  

「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物

の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」（平成２４年国土交通省告示

第１１９号）を改正する告示が平成２８年４月１日から施行されることに

伴い、低炭素建築物新築等計画の認定事務について簡易な算定方法が追加

されたことから、所要の改正を行います。  

（３）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料  

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」（平成２７年法律

第５３号）が平成２８年４月１日から施行されることに伴い、市において、

新たに建築物エネルギー消費性能向上計画の認定事務及び建築物のエネル

ギー消費性能に係る認定事務を行うことから、所要の改正を行います。  

（４）行政不服審査法関係手数料  

行政不服審査制度について、公正性の向上、使いやすさの向上及び国民

の救済手段の充実・拡大を行うために全部改正された行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）が平成２８年４月１日から施行されます。  

これにより、地方公共団体に所属する行政庁が審査庁である場合に審査

請求人等が書類の写し等の交付を受ける際には、実費の範囲内において条

例で定める額の手数料を納めなければならないとされたことから、所要の

改正を行います。  



 

 
 

２ 改正内容  

（１）長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料に、新たに既存住宅

の増築及び改築に係る審査区分を加え、その手数料を定めることとします。

＜別表第４関係＞

（２）都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料に、新たに簡易な算定方

法による審査区分を加え、その手数料を定めることとします。  

＜別表第５関係＞

（３）建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料に関する規

定を新設し、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請及び建築物の

エネルギー消費性能に係る認定申請に係る手数料を定めることとします。  

 ＜第２条及び新別表第６関係＞

（４）行政不服審査法関係手数料に関する規定を新設し、審査請求人等に書類

の写し等を交付する際の手数料を定めることとします。  

＜第２条及び新別表第７関係＞

３ その他  

施行日は、平成２８年４月１日とします。  

 



亀山市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２８年３月２９日  

       亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市条例第１３号  

 

   亀山市手数料条例の一部を改正する条例  

 

亀山市手数料条例（平成１７年亀山市条例第５７号）の一部を次

のように改正する。  

 第２条第１項中「別表第５」を「別表第７」に改める。  

第５条中「市長」の次に「（行政不服審査法（平成２６年法律第

６８号）第３８条（他の法律において準用する場合を含む。以下同

じ。）の規定に基づき審理員（他の法律において準用する場合にあ

っては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。）

が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第８１条

の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっ

ては当該機関。次条において同じ。）」を加える。  

 別表第４の２から別表４の４の３までを次のように改める。  

２  長期優良住宅建築等計画認定申請手数料  

区分  １戸当たりの手数料の金額  
新築基準  増改築基準  

 申請に係
る長期優
良住宅建
築等計画
が、住宅
の品質確
保の促進
等に関す
る法律（平
成１１年
法律第８
１号）第  

長期優良
住宅の普
及の促進
に関する
法律第６
条第１項
第１号に
掲げる基
準に適合
した住宅
の品質確
保の促進  

その他の
場合  

申請に係
る長期優
良住宅建
築等計画
が、住宅
の品質確
保の促進
等に関す
る法律第
５条第１
項に規定
する登録  

その他の
場合  



 ５条第１
項に規定
する登録
住宅性能
評価機関
により長
期優良住
宅の普及
の促進に
関する法
律第６条
第１項第
１号から
第４号ま
でに掲げ
る基準に
適合して
いると認
められた
ものであ
る場合  

等に関す
る法律第
６条第１
項に規定
する設計
住宅性能
評価書の
交付を受
けたもの
である場
合  

 住宅性能
評価機関
により長
期優良住
宅の普及
の促進に
関する法
律第６条
第１項第
１号から
第４号ま
でに掲げ
る基準に
適合して
いると認
められた
ものであ
る場合  

 

一戸建ての住
宅  

6 , 7 0 0 円 1 7 , 2 0 0 円  5 0 , 6 0 0 円 1 0 , 1 0 0 円 7 5 , 9 0 0 円  

一戸
建て
の住
宅以
外の
住宅  

総戸数が
５戸以下
のもの  

2 , 7 0 0 円 1 2 , 7 0 0 円  2 3 , 8 0 0 円 4 , 0 0 0 円 3 5 , 7 0 0 円  

総戸数が
５戸を超
え１０戸
以下のも
の  

2 , 4 0 0 円 1 0 , 2 0 0 円  1 9 , 0 0 0 円 3 , 6 0 0 円 2 8 , 6 0 0 円  

総戸数が
１０戸を
超え２５
戸以下の
もの  

1 , 3 0 0 円 7 , 7 0 0 円  
 

1 5 , 0 0 0 円 2 , 0 0 0 円 2 2 , 6 0 0 円  

 総戸数が
２５戸を
超え５０

1 , 2 0 0 円 6 , 6 0 0 円  1 3 , 5 0 0 円 1 , 9 0 0 円 2 0 , 2 0 0 円  



 戸以下の
もの  

  

総戸数が
５０戸を
超え１０
０戸以下
のもの  

1 , 1 0 0 円 5 , 0 0 0 円  1 1 , 6 0 0 円 1 , 6 0 0 円 1 7 , 4 0 0 円  

総戸数が
１００戸
を超え２
００戸以
下のもの

9 0 0 円 4 , 6 0 0 円  1 0 , 7 0 0 円 1 , 3 0 0 円 1 6 , 1 0 0 円  

総戸数が
２００戸
を超え３
００戸以
下のもの

7 0 0 円 4 , 2 0 0 円  1 0 , 2 0 0 円 1 , 1 0 0 円 1 5 , 3 0 0 円  

総戸数が
３００戸
を超える
もの  

6 0 0 円 3 , 8 0 0 円  9 , 4 0 0 円 9 0 0 円 1 4 , 1 0 0 円  

３  長期優良住宅建築等計画（分譲事業者単独作成）認定申請手

数料  

区分  １戸当たりの手数料の金額  
新築基準  増改築基準  

 申請に係
る長期優
良住宅建
築等計画
が、住宅
の品質確
保の促進
等に関す
る法律第
５条第１
項に規定
する登録
住宅性能
評価機関  

長期優良
住宅の普
及の促進
に関する
法律第６
条第１項
第１号に
掲げる基
準に適合
した住宅
の品質確
保の促進
等に関す
る法律第  

その他の
場合  

申請に係
る長期優
良住宅建
築等計画
が、住宅
の品質確
保の促進
等に関す
る法律第
５条第１
項に規定
する登録
住宅性能
評価機関  

その他の
場合  



 により長
期優良住
宅の普及
の促進に
関する法
律第６条
第１項第
１号から
第３号ま
で及び第
５号に掲
げる基準
に適合し
ていると
認められ
たもので
ある場合  

６条第１
項に規定
する設計
住宅性能
評価書の
交付を受
けたもの
である場
合  
 

 により長
期優良住
宅の普及
の促進に
関する法
律第６条
第１項第
１号から
第３号ま
で及び第
５号に掲
げる基準
に適合し
ていると
認められ
たもので
ある場合  

 

一戸建ての住
宅  

6 , 7 0 0 円 1 0 , 5 0 0 円  4 3 , 8 0 0 円 1 0 , 1 0 0 円 6 5 , 8 0 0 円  

一戸
建て
の住
宅以
外の
住宅  

総戸数が
５戸以下
のもの  

2 , 7 0 0 円 1 0 , 5 0 0 円  2 1 , 6 0 0 円 4 , 0 0 0 円 3 2 , 4 0 0 円  

総戸数が
５戸を超
え１０戸
以下のも
の  

2 , 4 0 0 円 8 , 5 0 0 円  1 7 , 4 0 0 円 3 , 6 0 0 円 2 6 , 1 0 0 円  

総戸数が
１０戸を
超え２５
戸以下の
もの  

1 , 3 0 0 円 6 , 3 0 0 円  1 3 , 7 0 0 円 2 , 0 0 0 円 2 0 , 6 0 0 円  

総戸数が
２５戸を
超え５０
戸以下の
もの  

1 , 2 0 0 円 5 , 7 0 0 円  1 2 , 6 0 0 円 1 , 9 0 0 円 1 8 , 9 0 0 円  

 総戸数が
５０戸を

1 , 1 0 0 円 4 , 5 0 0 円  1 1 , 0 0 0 円 1 , 6 0 0 円 1 6 , 5 0 0 円  



 超え１０
０戸以下
のもの  

  

総戸数が
１００戸
を超え２
００戸以
下のもの

9 0 0 円 4 , 1 0 0 円  1 0 , 2 0 0 円 1 , 3 0 0 円 1 5 , 3 0 0 円  

総戸数が
２００戸
を超え３
００戸以
下のもの

7 0 0 円 3 , 7 0 0 円  9 , 7 0 0 円 1 , 1 0 0 円 1 4 , 6 0 0 円  

総戸数が
３００戸
を超える
もの  

6 0 0 円 3 , 3 0 0 円  8 , 9 0 0 円 9 0 0 円 1 3 , 4 0 0 円  

４の１  長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料  

区分  １戸当たりの手数料の金額  
新築基準  増改築基準  

 申請に係
る長期優
良住宅建
築等計画
が、住宅
の品質確
保の促進
等に関す
る法律第
５条第１
項に規定
する登録
住宅性能
評価機関
により長
期優良住
宅の普及
の促進に
関する法  

長期優良
住宅の普
及の促進
に関する
法律第６
条第１項
第１号に
掲げる基
準に適合
した住宅
の品質確
保の促進
等に関す
る法律第
６条第１
項に規定
する設計
住宅性能
評価書の  

その他の
場合  

申請に係
る長期優
良住宅建
築等計画
が、住宅
の品質確
保の促進
等に関す
る法律第
５条第１
項に規定
する登録
住宅性能
評価機関
により長
期優良住
宅の普及
の促進に
関する法  

その他の
場合  



 律第６条
第１項第
１号から
第４号ま
でに掲げ
る基準に
適合して
いると認
められた
ものであ
る場合  

交付を受
けたもの
である場
合  

 律第６条
第１項第
１号から
第４号ま
でに掲げ
る基準に
適合して
いると認
められた
ものであ
る場合  

 

一戸建ての住
宅  

6 , 7 0 0 円 1 2 , 0 0 0 円 2 8 , 6 0 0 円 1 0 , 1 0 0 円 4 3 , 0 0 0 円

一戸
建て
の住
宅以
外の
住宅  

総戸数が
５戸以下
のもの  

2 , 7 0 0 円 7 , 7 0 0 円 1 3 , 2 0 0 円 4 , 0 0 0 円 1 9 , 9 0 0 円

総戸数が
５戸を超
え１０戸
以下のも
の  

2 , 4 0 0 円 6 , 3 0 0 円 1 0 , 7 0 0 円 3 , 6 0 0 円 1 6 , 1 0 0 円

総戸数が
１０戸を
超え２５
戸以下の
もの  

1 , 3 0 0 円 4 , 5 0 0 円 8 , 2 0 0 円 2 , 0 0 0 円 1 2 , 3 0 0 円

総戸数が
２５戸を
超え５０
戸以下の
もの  

1 , 2 0 0 円 3 , 9 0 0 円 7 , 4 0 0 円 1 , 9 0 0 円 1 1 , 1 0 0 円

総戸数が
５０戸を
超え１０
０戸以下
のもの  

1 , 1 0 0 円 3 , 0 0 0 円 6 , 3 0 0 円 1 , 6 0 0 円 9 , 5 0 0 円

 総戸数が
１００戸
を超え２

9 0 0 円 2 , 7 0 0 円 5 , 8 0 0 円 1 , 3 0 0 円 8 , 7 0 0 円



 ００戸以
下のもの

 総戸数が
２００戸
を超え３
００戸以
下のもの

7 0 0 円 2 , 4 0 0 円 5 , 4 0 0 円 1 , 1 0 0 円 8 , 2 0 0 円

総戸数が
３００戸
を超える
もの  

6 0 0 円 2 , 2 0 0 円 5 , 0 0 0 円 9 0 0 円 7 , 5 0 0 円

４の２  長期優良住宅建築等計画（分譲事業者単独作成）変更認定

申請手数料  

区分  １戸当たりの手数料の金額  
新築基準  増改築基準  

 申請に係
る長期優
良住宅建
築等計画
が、住宅
の品質確
保の促進
等に関す
る法律第
５条第１
項に規定
する登録
住宅性能
評価機関
により長
期優良住
宅の普及
の促進に
関する法
律第６条
第１項第
１号から
第３号ま
で及び第  

長期優良
住宅の普
及の促進
に関する
法律第６
条第１項
第１号に
掲げる基
準に適合
した住宅
の品質確
保の促進
等に関す
る法律第
６条第１
項に規定
する設計
住宅性能
評価書の
交付を受
けたもの
である場
合  

その他の
場合  

申請に係
る長期優
良住宅建
築等計画
が、住宅
の品質確
保の促進
等に関す
る法律第
５条第１
項に規定
する登録
住宅性能
評価機関
により長
期優良住
宅の普及
の促進に
関する法
律第６条
第１項第
１号から
第３号ま
で及び第  

その他の
場合  



 ５号に掲
げる基準
に適合し
ていると
認められ
たもので
ある場合  

  ５号に掲
げる基準
に適合し
ていると
認められ
たもので
ある場合  

 

一戸建ての住
宅  

6 , 7 0 0 円 8 , 6 0 0 円 2 5 , 3 0 0 円 1 0 , 1 0 0 円 3 7 , 9 0 0 円

一戸
建て
の住
宅以
外の
住宅  

総戸数が
５戸以下
のもの  

2 , 7 0 0 円 6 , 6 0 0 円 1 2 , 1 0 0 円 4 , 0 0 0 円 1 8 , 2 0 0 円

総戸数が
５戸を超
え１０戸
以下のも
の  

2 , 4 0 0 円 5 , 4 0 0 円 9 , 9 0 0 円 3 , 6 0 0 円 1 4 , 8 0 0 円

総戸数が
１０戸を
超え２５
戸以下の
もの  

1 , 3 0 0 円 3 , 8 0 0 円 7 , 5 0 0 円 2 , 0 0 0 円 1 1 , 3 0 0 円

総戸数が
２５戸を
超え５０
戸以下の
もの  

1 , 2 0 0 円 3 , 4 0 0 円 6 , 9 0 0 円 1 , 9 0 0 円 1 0 , 4 0 0 円

総戸数が
５０戸を
超え１０
０戸以下
のもの  

1 , 1 0 0 円 2 , 8 0 0 円 6 , 0 0 0 円 1 , 6 0 0 円 9 , 1 0 0 円

総戸数が
１００戸
を超え２
００戸以
下のもの

9 0 0 円 2 , 5 0 0 円 5 , 5 0 0 円 1 , 3 0 0 円 8 , 3 0 0 円

 総戸数が
２００戸

7 0 0 円 2 , 2 0 0 円 5 , 2 0 0 円 1 , 1 0 0 円 7 , 9 0 0 円



 を超え３
００戸以
下のもの

 総戸数が
３００戸
を超える
もの  

6 0 0 円 1 , 9 0 0 円 4 , 7 0 0 円 9 0 0 円 7 , 1 0 0 円

４の３  長期優良住宅建築等計画変更（譲受人決定時）認定申請

手数料  

区分  １戸当たりの手数料の金額  
新築基準  増改築基準  

 申請に係る
長期優良住
宅建築等計
画が、住宅
の品質確保
の促進等に
関する法律
第５条第１
項に規定す
る登録住宅
性能評価機
関により長
期優良住宅
の普及の促
進に関する
法律第８条
第２項の規
定により準
用する同法
第６条第１
項第４号に
掲げる基準
に適合して
いると認め
られたもの
である場合

その他の場
合  

申請に係る
長期優良住
宅建築等計
画が、住宅
の品質確保
の促進等に
関する法律
第５条第１
項に規定す
る登録住宅
性能評価機
関により長
期優良住宅
の普及の促
進に関する
法律第８条
第２項の規
定により準
用する同法
第６条第１
項第４号に
掲げる基準
に適合して
いると認め
られたもの
である場合

その他の場
合  

一戸建ての住宅  6 , 7 0 0 円 1 3 , 5 0 0 円 1 0 , 1 0 0 円 2 0 , 2 0 0 円



一戸
建て
の住
宅以
外の
住宅

総戸数が５
戸以下のも
の  

2 , 7 0 0 円 4 , 9 0 0 円 4 , 0 0 0 円 7 , 4 0 0 円

総戸数が５
戸を超え１
０戸以下の
もの  

2 , 4 0 0 円 4 , 0 0 0 円 3 , 6 0 0 円 6 , 1 0 0 円

総戸数が１
０戸を超え
２５戸以下
のもの  

1 , 3 0 0 円 2 , 7 0 0 円 2 , 0 0 0 円 4 , 0 0 0 円

総戸数が２
５戸を超え
５０戸以下
のもの  

1 , 2 0 0 円 2 , 1 0 0 円 1 , 9 0 0 円 3 , 2 0 0 円

総戸数が５
０戸を超え
１００戸以
下のもの  

1 , 1 0 0 円 1 , 6 0 0 円 1 , 6 0 0 円 2 , 5 0 0 円

総戸数が１
００戸を超
え２００戸
以下のもの

9 0 0 円 1 , 4 0 0 円 1 , 3 0 0 円 2 , 1 0 0 円

総戸数が２
００戸を超
え３００戸
以下のもの

7 0 0 円 1 , 2 0 0 円 1 , 1 0 0 円 1 , 8 0 0 円

総戸数が３
００戸を超
えるもの  

6 0 0 円 1 , 0 0 0 円 9 0 0 円 1 , 5 0 0 円

別表第５の２及び別表第５の３を次のように改める。  

２  低炭素建築物新築等計画認定申請手数料  

（１）住宅の場合  

区分  １件当たりの手数料の金額  
申請に係る低炭素
建築物新築等計画
が、都市の低炭素
化の促進に関する  

その他の場合  
 



 法律第５４条第１
項各号に掲げる基
準又はこれと同等
の基準に適合する
ものとして市長が
別に定める方法に
より技術的審査を
受けたものである
場合  

 

一戸建ての住宅  5 , 0 0 0 円 3 6 , 8 0 0 円
共同
住宅
等  

住
戸
部
分  

１棟の申請戸
数が１戸のも
の  

5 , 0 0 0 円 3 6 , 8 0 0 円

１棟の申請戸
数が１戸を超
え５戸以下の
もの  

1 0 , 1 0 0 円 7 4 , 5 0 0 円

１棟の申請戸
数が５戸を超
え１０戸以下
のもの  

1 7 , 3 0 0 円 1 0 4 , 8 0 0 円

１棟の申請戸
数が１０戸を
超え２５戸以
下のもの  

2 8 , 9 0 0 円 1 4 7 , 5 0 0 円

１棟の申請戸
数が２５戸を
超え５０戸以
下のもの  

4 8 , 4 0 0 円 2 1 1 , 9 0 0 円

１棟の申請戸
数が５０戸を
超え１００戸
以下のもの  

8 6 , 8 0 0 円 3 0 3 , 8 0 0 円

１棟の申請戸
数が１００戸
を超え２００
戸以下のもの  

1 3 7 , 4 0 0 円 4 1 1 , 5 0 0 円

  １棟の申請戸
数が２００戸  

1 7 3 , 6 0 0 円 5 3 9 , 6 0 0 円



  を超え３００
戸以下のもの  

  １棟の申請戸
数が３００戸  
を超えるもの  

1 8 5 , 1 0 0 円 6 3 3 , 6 0 0 円

 共
用
部  
分  

床面積が３０
０平方メート
ル以内のもの  

1 0 , 1 0 0 円 1 1 7 , 9 0 0 円

床面積が３０
０平方メート
ルを超え２，
０００平方メ
ートル以内の
もの  

2 8 , 9 0 0 円 1 9 4 , 5 0 0 円

床面積が２，
０００平方メ
ートルを超え
５，０００平
方メートル以
内のもの  

8 6 , 8 0 0 円 3 0 3 , 0 0 0 円

床面積が５，
０００平方メ
ートルを超え
１０，０００
平方メートル
以内のもの  

1 3 7 , 4 0 0 円 3 8 9 , 1 0 0 円

床面積が１０，
０００平方メ
ートルを超え
２５，０００
平方メートル
以内のもの  

1 7 3 , 6 0 0 円 4 6 5 , 1 0 0 円

床面積が２５，
０００平方メ
ートルを超え
るもの  

2 1 7 , 0 0 0 円 5 4 1 , 7 0 0 円

備考  
１  この表において「一戸建ての住宅」とは、住戸部分以外の
部分を有しない１戸の住宅をいう。  



２  この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その
他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、住戸部分以外の部
分（共用部分を除く。）を有しないものをいう。  
３  この表において「住戸部分」とは、人の居住の用に供する
部分をいう。  
４  この表において「共用部分」とは、共用廊下、共用階段そ
の他の共用部分をいう。  
５  共同住宅等の建築物全体の認定申請をする場合又は共同住
宅等の住戸部分及び共同住宅等の建築物全体の認定申請をす
る場合の手数料の金額は、次に掲げる手数料の金額の合計額
とする。この場合において、この表中「申請戸数」とあるの
は、「総戸数」と読み替えるものとする。  

（１）共同住宅等の住戸部分の総戸数に応じた共同住宅等の住
戸部分の手数料の金額  

（２）共同住宅等の共用部分の床面積に応じた共同住宅等の共
用部分の手数料の金額  

（２）非住宅建築物の場合  

区分  １件当たりの手数料の金額  
申請に係る低
炭素建築物新
築等計画が、
都市の低炭素
化の促進に関
する法律第５
４条第１項各
号に掲げる基
準又はこれと
同等の基準に
適合するもの
として市長が
別に定める方
法により技術
的審査を受け
たものである
場合  

その他の場合  
申請に係る
低炭素建築
物新築等計
画が、都市
の低炭素化
の促進に関
する法律第
５４条第１
項第１号の
規定により
定められた
簡易な評価
方法であっ
て市長が別
に定める方
法により評
価されたも
のである場
合  

左記以外の
評価方法に
より評価さ
れたもので
ある場合  



非住宅  
建築物  

床面積が３０  
０平方メート
ル以内のもの  

1 0 , 1 0 0 円 9 3 , 8 0 0 円 2 6 0 , 4 0 0 円  

床面積が３０
０平方メート
ルを超え２，
０００平方メ
ートル以内の
もの  

2 8 , 9 0 0 円 1 5 7 , 3 0 0 円 4 1 5 , 1 0 0 円  

床面積が２，
０００平方メ
ートルを超え
５，０００平
方メートル以
内のもの  

8 6 , 8 0 0 円 2 5 4 , 7 0 0 円 5 9 0 , 9 0 0 円  

床面積が５，
０００平方メ
ートルを超え
１０，０００
平方メートル
以内のもの  

1 3 7 , 4 0 0 円 3 3 2 , 6 0 0 円 7 2 4 , 7 0 0 円  

床面積が１０，
０００平方メ
ートルを超え
２５，０００
平方メートル
以内のもの  

1 7 3 , 6 0 0 円 3 9 9 , 8 0 0 円 8 5 4 , 2 0 0 円  

床面積が２５，
０００平方メ
ートルを超え
るもの  

2 1 7 , 0 0 0 円 4 6 9 , 0 0 0 円 9 7 5 , 0 0 0 円  

備考  
この表において「非住宅建築物」とは、住戸部分を有しない

建築物をいう。  

（３）複合建築物の場合  

 区分  １件当たりの手数料の金額  
複合建築物全体の認
定申請をする場合又
は複合建築物の住戸  

複合建築物の形態に応じて、（１）及び
（４）の金額の合計額又は（２）、（３）及
び（４）の金額の合計額とする。この場合



部分及び複合建築物
全体の認定申請をす
る場合  

において、２の（１）の表中「申請戸数」
とあるのは、「総戸数」と読み替えるもの
とする。  
（１）２の（１）の表の一戸建ての住宅の
手数料の金額（２）複合建築物の住戸部
分の総戸数に応じた２の（１）の表の共
同住宅等の住戸部分の手数料の金額  

（３）複合建築物の共用部分の床面積に応
じた２の（１）の表の共同住宅等の共用
部分の手数料の金額  

（４）複合建築物の住戸部分及び共用部分
以外の部分の床面積に応じた２の（２）
の表の非住宅建築物の手数料の金額  

複合建築物の住戸部
分の認定申請をする
場合  

複合建築物の形態に応じて、２の（１）
の表の一戸建ての住宅の手数料の金額又
は認定申請をする住戸部分の戸数に応じ
た共同住宅等の住戸部分の手数料の金額  

備考  
１  この表において「複合建築物」とは、住戸部分及び住戸部
分以外の部分（共用部分を除く。）を有する建築物をいう。  
２  この表において「一戸建ての住宅」とは、住戸部分以外の
部分を有しない１戸の住宅をいう。  
３  この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その
他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、住戸部分以外の部
分（共用部分を除く。）を有しないものをいう。  
４  この表において「住戸部分」とは、人の居住の用に供する
部分をいう。  
５  この表において「共用部分」とは、共用廊下、共用階段そ
の他の共用部分をいう。  

３  低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料  

（１）住宅の場合  

区分  １件当たりの手数料の金額  
申請に係る低炭素
建築物新築等計画
が、都市の低炭素
化の促進に関する
法律第５４条第１
項各号に掲げる基
準又はこれと同等  

その他の場合  
 



 の基準に適合する
ものとして市長が
別に定める方法に
より技術的審査を
受けたものである
場合  

 

一戸建ての住宅  3 , 0 0 0 円 1 8 , 9 0 0 円  
共同
住宅
等  

住
戸
部
分  

１棟の申請戸
数が１戸のも
の  

3 , 0 0 0 円 1 8 , 9 0 0 円  

１棟の申請戸
数が１戸を超
え５戸以下の
もの  

6 , 0 0 0 円 3 8 , 2 0 0 円  

１棟の申請戸
数が５戸を超
え１０戸以下
のもの  

1 0 , 4 0 0 円 5 4 , 1 0 0 円  

１棟の申請戸
数が１０戸を
超え２５戸以
下のもの  

1 7 , 3 0 0 円 7 6 , 6 0 0 円  

１棟の申請戸
数が２５戸を
超え５０戸以
下のもの  

2 9 , 0 0 0 円 1 1 0 , 8 0 0 円  

１棟の申請戸
数が５０戸を
超え１００戸
以下のもの  

5 2 , 0 0 0 円 1 6 0 , 5 0 0 円  

１棟の申請戸
数が１００戸
を超え２００
戸以下のもの  

8 2 , 4 0 0 円 2 1 9 , 5 0 0 円  

  １棟の申請戸
数が２００戸
を超え３００
戸以下のもの  

1 0 4 , 1 0 0 円 2 8 7 , 1 0 0 円  



  １棟の申請戸  
数が３００戸
を超えるもの  

1 1 1 , 1 0 0 円 3 3 5 , 3 0 0 円  

 共  
用
部
分  

床面積が３０  
０平方メート
ル以内のもの  

6 , 0 0 0 円 5 9 , 9 0 0 円  

床面積が３０
０平方メート
ルを超え２，
０００平方メ
ートル以内の
もの  

1 7 , 3 0 0 円 1 0 0 , 1 0 0 円  

床面積が２，
０００平方メ
ートルを超え
５，０００平
方メートル以
内のもの  

5 2 , 0 0 0 円 1 6 0 , 2 0 0 円  

床面積が５，０
００平方メー
トルを超え１
０，０００平
方メートル以
内のもの  

8 2 , 4 0 0 円 2 0 8 , 3 0 0 円  

床面積が１０，
０００平方メ
ートルを超え
２５，０００
平方メートル
以内のもの  

1 0 4 , 1 0 0 円 2 4 9 , 9 0 0 円  

床面積が２５，
０００平方メ
ートルを超え
るもの  

1 3 0 , 2 0 0 円 2 9 2 , 5 0 0 円  

備考  
１  この表において「一戸建ての住宅」とは、住戸部分以外の
部分を有しない１戸の住宅をいう。  
２  この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その
他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、住戸部分以外の部  



分（共用部分を除く。）を有しないものをいう。  
３  この表において「住戸部分」とは、人の居住の用に供する
部分をいう。  
４  この表において「共用部分」とは、共用廊下、共用階段そ
の他の共用部分をいう。  
５  共同住宅等の建築物全体の認定申請をする場合又は共同住
宅等の住戸部分及び共同住宅等の建築物全体の認定申請をす
る場合の手数料の金額は、次に掲げる手数料の金額の合計額
とする。この場合において、この表中「申請戸数」とあるの
は、「総戸数」と読み替えるものとする。  

（１）共同住宅等の住戸部分の総戸数に応じた共同住宅等の住
戸部分の手数料の金額  

（２）共同住宅等の共用部分の床面積に応じた共同住宅等の共
用部分の手数料の金額  

（２）非住宅建築物の場合  

区分  １件当たりの手数料の金額  
申請に係る低
炭素建築物新
築等計画が、
都市の低炭素
化の促進に関
する法律第５
４条第１項各
号に掲げる基
準又はこれと
同等の基準に
適合するもの
として市長が
別に定める方
法により技術
的審査を受け
たものである
場合  

その他の場合  
申請に係る
低炭素建築
物新築等計
画が、都市
の低炭素化
の促進に関
する法律第
５４条第１
項第１号の
規定により
定められた
簡易な評価
方法であっ
て市長が別
に定める方
法により評
価されたも
のである場
合  

左記以外の
評価方法に
より評価さ
れたもので
ある場合  

非住宅
建築物  

床面積が３０
０平方メート
ル以内のもの  

6 , 0 0 0 円 4 7 , 9 0 0 円 1 3 1 , 2 0 0 円  



 床面積が３０
０平方メート
ルを超え２，
０００平方メ  
ートル以内の
もの  

1 7 , 3 0 0 円 8 1 , 5 0 0 円 2 1 0 , 4 0 0 円  

床面積が２，
０００平方メ
ートルを超え
５，０００平
方メートル以
内のもの  

5 2 , 0 0 0 円 1 3 6 , 0 0 0 円 3 0 4 , 1 0 0 円  

床面積が５，
０００平方メ
ートルを超え
１０，０００
平方メートル
以内のもの  

8 2 , 4 0 0 円 1 8 0 , 0 0 0 円 3 7 6 , 1 0 0 円  

床面積が１０，
０００平方メ
ートルを超え
２５，０００
平方メートル
以内のもの  

1 0 4 , 1 0 0 円 2 1 7 , 2 0 0 円 4 4 4 , 4 0 0 円  

床面積が２５，
０００平方メ
ートルを超え
るもの  

1 3 0 , 2 0 0 円 2 5 6 , 1 0 0 円 5 0 9 , 2 0 0 円  

備考  
この表において「非住宅建築物」とは、住戸部分を有しない

建築物をいう。  

（３）複合建築物の場合  

 区分  １件当たりの手数料の金額  
複合建築物全体の認
定申請をする場合又
は複合建築物の住戸
部分及び複合建築物
全体の認定申請をす
る場合  

複合建築物の形態に応じて、（１）及び
（４）の金額の合計額又は（２）、（３）
及び（４）の金額の合計額とする。この
場合において、３の（１）の表中「申請
戸数」とあるのは、「総戸数」と読み替
えるものとする。  



 （１）３の（１）の表の一戸建ての住宅の
手数料の金額  

（２）複合建築物の住戸部分の総戸数に応
じた３の（１）の表の共同住宅等の住戸
部分の手数料の金額  

（３）複合建築物の共用部分の床面積に応
じた３の（１）の表の共同住宅等の共用
部分の手数料の金額  

（４）複合建築物の住戸部分及び共用部分
以外の部分の床面積に応じた３の（２）
の表の非住宅建築物の手数料の金額  

複合建築物の住戸部
分の認定申請をする
場合  

複合建築物の形態に応じて、３の（１）
の表の一戸建ての住宅の手数料の金額又
は認定申請をする住戸部分の戸数に応じ
た共同住宅等の住戸部分の手数料の金額  

備考  
１  この表において「複合建築物」とは、住戸部分及び住戸部
分以外の部分（共用部分を除く。）を有する建築物をいう。  
２  この表において「一戸建ての住宅」とは、住戸部分以外の
部分を有しない１戸の住宅をいう。  
３  この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その
他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、住戸部分以外の部
分（共用部分を除く。）を有しないものをいう。  
４  この表において「住戸部分」とは、人の居住の用に供する
部分をいう。  
５  この表において「共用部分」とは、共用廊下、共用階段そ
の他の共用部分をいう。  

別表に次の２表を加える。  

別表第６（第２条関係）  

１  建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料  

手数料を徴収する事務  手数料の名称  金額  
１  建築物のエネルギ
ー消費性能の向上に
関する法律（平成２
７年法律第５３号）
第２９条第１項の規
定に基づく建築物エ
ネルギー消費性能向  

建築物エネルギ
ー消費性能向上
計画認定申請手
数料  

２の表に定める金額。
ただし、建築物のエネ
ルギー消費性能の向上
に関する法律第３０条
第２項の規定による申
出がある場合は、別表
第３の１の表１の項に  



上計画の認定の申請
に対する審査  

 定める金額を加算する。 

２  建築物のエネルギ
ー消費性能の向上に  

建築物エネルギ
ー消費性能向上

３の表に定める金額。
ただし、建築物のエネ  

関する法律第３１条
第１項の規定に基づ
く建築物エネルギー
消費性能向上計画の
変更の認定の申請に
対する審査  

計画変更認定申
請手数料  

ルギー消費性能の向上
に関する法律第３１条
第２項において準用す
る同法第３０条第２項
の規定による申出があ
る場合は、別表第３の
１の表１の項に定める
金額を加算する。  

３  建築物のエネルギ
ー消費性能の向上に
関する法律第３６条
第１項の規定に基づ
く建築物エネルギー
消費性能に係る認定
の申請に対する審査  

建築物エネルギ
ー消費性能に係
る認定申請手数
料  

４の表に定める金額。  

２  建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料  

（１）住宅の場合  

区分  １件当たりの手数料の金額  
申請に係る建築物
エネルギー消費性
能向上計画が、建
築物のエネルギー
消費性能の向上に
関する法律第３０
条第１項各号に掲
げる基準又はこれ
と同等の基準に適
合するものとして
市長が別に定める
方法により技術的
審査を受けたもの
である場合  

その他の場合  
  

一戸建ての住宅  5 , 0 0 0 円  3 6 , 8 0 0 円
共同
住宅  

住
戸  

１棟の申請戸
数が１戸のも

5 , 0 0 0 円  3 6 , 8 0 0 円



等  部
分  

の   
１棟の申請戸
数が１戸を超
え５戸以下の
もの  

1 0 , 1 0 0 円  7 4 , 5 0 0 円

１棟の申請戸
数が５戸を超
え１０戸以下
のもの  

1 7 , 3 0 0 円  1 0 4 , 8 0 0 円

１棟の申請戸
数が１０戸を
超え２５戸以
下のもの  

2 8 , 9 0 0 円  1 4 7 , 5 0 0 円

１棟の申請戸
数が２５戸を
超え５０戸以
下のもの  

4 8 , 4 0 0 円  2 1 1 , 9 0 0 円

１棟の申請戸
数が５０戸を
超え１００戸
以下のもの  

8 6 , 8 0 0 円  3 0 3 , 8 0 0 円

１棟の申請戸
数が１００戸
を超え２００
戸以下のもの

1 3 7 , 4 0 0 円  4 1 1 , 5 0 0 円

１棟の申請戸
数が２００戸
を超え３００
戸以下のもの

1 7 3 , 6 0 0 円  5 3 9 , 6 0 0 円

１棟の申請戸
数が３００戸
を超えるもの

1 8 5 , 1 0 0 円  6 3 3 , 6 0 0 円

 共
用
部
分  

床面積が３０
０平方メート
ル以内のもの

1 0 , 1 0 0 円  1 1 7 , 9 0 0 円

床面積が３０
０平方メート
ルを超え２，
０００平方メ

2 8 , 9 0 0 円  1 9 4 , 5 0 0 円



  ートル以内の
もの  

 

  床面積が２，
０００平方メ
ートルを超え
５，０００平
方メートル以
内のもの  

8 6 , 8 0 0 円  3 0 3 , 0 0 0 円

床面積が５，
０００平方メ
ートルを超え
１０，０００
平方メートル
以内のもの  

1 3 7 , 4 0 0 円  3 8 9 , 1 0 0 円

床面積が１０，
０００平方メ
ートルを超え
２５，０００
平方メートル
以内のもの  

1 7 3 , 6 0 0 円  4 6 5 , 1 0 0 円

床面積が２５，
０００平方メ
ートルを超え
るもの  

2 1 7 , 0 0 0 円  5 4 1 , 7 0 0 円

備考  
１  この表において「一戸建ての住宅」とは、住戸部分以外の
部分を有しない１戸の住宅をいう。  
２  この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その
他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、住戸部分以外の部
分（共用部分を除く。）を有しないものをいう。  
３  この表において「住戸部分」とは、人の居住の用に供する
部分をいう。  
４  この表において「共用部分」とは、共用廊下、共用階段そ
の他の共用部分をいう。  
５  共同住宅等の建築物全体の認定申請をする場合又は共同住
宅等の住戸部分及び共同住宅等の建築物全体の認定申請をす
る場合の手数料の金額は、次に掲げる手数料の金額の合計額
とする。この場合において、この表中「申請戸数」とあるの
は、「総戸数」と読み替えるものとする。  



（１）共同住宅等の住戸部分の総戸数に応じた共同住宅等の住
戸部分の手数料の金額  

（２）共同住宅等の共用部分の床面積に応じた共同住宅等の共
用部分の手数料の金額  

（２）非住宅建築物の場合  

区分  １件当たりの手数料の金額  
申請に係る建
築物エネルギ
ー消費性能向
上計画が、建
築物のエネル
ギー消費性能
の向上に関す
る法律第３０
条第１項各号
に掲げる基準
又はこれと同
等の基準に適
合するものと
して市長が別
に定める方法
により技術的
審査を受けた
ものである場
合  

その他の場合  
申請に係る
建築物エネ
ルギー消費
性能向上計
画が、建築
物のエネル
ギー消費性
能の向上に
関する法律
第３０条第
１項第１号
の規定によ
り定められ
た簡易な評
価方法であ
って市長が
別に定める
方法により
評価された
ものである
場合  

左記以外の
評価方法に
より評価さ
れたもので
ある場合  

非住宅
建築物  

床面積が３０
０平方メート
ル以内のもの  

1 0 , 1 0 0 円 9 3 , 8 0 0 円 2 6 0 , 4 0 0 円  

床面積が３０
０平方メート
ルを超え２，
０００平方メ
ートル以内の
もの  

2 8 , 9 0 0 円 1 5 7 , 3 0 0 円 4 1 5 , 1 0 0 円  

 床面積が２，
０００平方メ  

8 6 , 8 0 0 円 2 5 4 , 7 0 0 円 5 9 0 , 9 0 0 円  



 ートルを超え
５，０００平
方メートル以
内のもの  

 

 床面積が５，
０００平方メ
ートルを超え
１０，０００
平方メートル
以内のもの  

1 3 7 , 4 0 0 円 3 3 2 , 6 0 0 円 7 2 4 , 7 0 0 円  

床面積が１０，
０００平方メ
ートルを超え
２５，０００
平方メートル
以内のもの  

1 7 3 , 6 0 0 円 3 9 9 , 8 0 0 円 8 5 4 , 2 0 0 円  

床面積が２５，
０００平方メ
ートルを超え
るもの  

2 1 7 , 0 0 0 円 4 6 9 , 0 0 0 円 9 7 5 , 0 0 0 円  

備考  
この表において「非住宅建築物」とは、住戸部分を有しない建
築物をいう。  

（３）複合建築物の場合  

 区分  １件当たりの手数料の金額  
複合建築物全体の認
定申請をする場合又
は複合建築物の住戸
部分及び複合建築物
全体の認定申請をす
る場合  

複合建築物の形態に応じて、（１）及び
（４）の金額の合計額又は（２）、（３）
及び（４）の金額の合計額とする。この
場合において、２の（１）の表中「申請
戸数」とあるのは、「総戸数」と読み替
えるものとする。  
（１）２の（１）の表の一戸建ての住宅の
手数料の金額  

（２）複合建築物の住戸部分の総戸数に応
じた２の（１）の表の共同住宅等の住戸
部分の手数料の金額  

（３）複合建築物の共用部分の床面積に応
じた２の（１）の表の共同住宅等の共用
部分の手数料の金額  



（４）複合建築物の住戸部分及び共用部分
以外の部分の床面積に応じた２の（２）
の表の非住宅建築物の手数料の金額  

複合建築物の住戸部
分の認定申請をする
場合  

複合建築物の形態に応じて、２の（１）の
表の一戸建ての住宅の手数料の金額又は認
定申請をする住戸部分の戸数に応じた共同
住宅等の住戸部分の手数料の金額  

備考  
１  この表において「複合建築物」とは、住戸部分及び住戸部
分以外の部分（共用部分を除く。）を有する建築物をいう。  
２  この表において「一戸建ての住宅」とは、住戸部分以外の
部分を有しない１戸の住宅をいう。  
３  この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋その
他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、住戸部分以外の部
分（共用部分を除く。）を有しないものをいう。  
４  この表において「住戸部分」とは、人の居住の用に供する
部分をいう。  
５  この表において「共用部分」とは、共用廊下、共用階段そ
の他の共用部分をいう。  

３  建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料  

（１）住宅の場合  

区分  １件当たりの手数料の金額  
申請に係る建築物
エネルギー消費性
能向上計画が、建
築物のエネルギー
消費性能の向上に
関する法律第３０
条第１項各号に掲
げる基準又はこれ
と同等の基準に適
合するものとして
市長が別に定める
方法により技術的
審査を受けたもの
である場合  

その他の場合  
  

一戸建ての住宅  3 , 0 0 0 円  1 8 , 9 0 0 円
共  住  １棟の申請戸 3 , 0 0 0 円  1 8 , 9 0 0 円



同
住
宅
等  

戸
部
分  

数が１戸のも
の  

 

１棟の申請戸
数が１戸を超
え５戸以下の
もの  

6 , 0 0 0 円  3 8 , 2 0 0 円

１棟の申請戸
数が５戸を超
え１０戸以下
のもの  

1 0 , 4 0 0 円  5 4 , 1 0 0 円

１棟の申請戸
数が１０戸を
超え２５戸以
下のもの  

1 7 , 3 0 0 円  7 6 , 6 0 0 円

１棟の申請戸
数が２５戸を
超え５０戸以
下のもの  

2 9 , 0 0 0 円  1 1 0 , 8 0 0 円

１棟の申請戸
数が５０戸を
超え１００戸
以下のもの  

5 2 , 0 0 0 円  1 6 0 , 5 0 0 円

１棟の申請戸
数が１００戸
を超え２００
戸以下のもの

8 2 , 4 0 0 円  2 1 9 , 5 0 0 円

１棟の申請戸
数が２００戸
を超え３００
戸以下のもの

1 0 4 , 1 0 0 円  2 8 7 , 1 0 0 円

１棟の申請戸
数が３００戸
を超えるもの

1 1 1 , 1 0 0 円  3 3 5 , 3 0 0 円

 共
用
部
分  

床面積が３０
０平方メート
ル以内のもの

6 , 0 0 0 円  5 9 , 9 0 0 円

床面積が３０
０平方メート
ルを超え２，

1 7 , 3 0 0 円  1 0 0 , 1 0 0 円



  ０００平方メ
ートル以内の
もの  

 

床面積が２，
０００平方メ
ートルを超え
５，０００平
方メートル以
内のもの  

5 2 , 0 0 0 円  1 6 0 , 2 0 0 円

床面積が５，
０００平方メ
ートルを超え
１０，０００
平方メートル
以内のもの  

8 2 , 4 0 0 円  2 0 8 , 3 0 0 円

床面積が１０，
０００平方メ
ートルを超え
２５，０００
平方メートル
以内のもの  

1 0 4 , 1 0 0 円  2 4 9 , 9 0 0 円

床面積が２５，
０００平方メ
ートルを超え
るもの  

1 3 0 , 2 0 0 円  2 9 2 , 5 0 0 円

備考  
１  この表において「一戸建ての住宅」とは、住戸部分以外
の部分を有しない１戸の住宅をいう。  
２  この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋そ
の他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、住戸部分以外の
部分（共用部分を除く。）を有しないものをいう。  
３  この表において「住戸部分」とは、人の居住の用に供す
る部分をいう。  
４  この表において「共用部分」とは、共用廊下、共用階段
その他の共用部分をいう。  
５  共同住宅等の建築物全体の認定申請をする場合又は共同
住宅等の住戸部分及び共同住宅等の建築物全体の認定申請を
する場合の手数料の金額は、次に掲げる手数料の金額の合計
額とする。この場合において、この表中「申請戸数」とある  



のは、「総戸数」と読み替えるものとする。  
（１）共同住宅等の住戸部分の総戸数に応じた共同住宅等の住

戸部分の手数料の金額  
（２）共同住宅等の共用部分の床面積に応じた共同住宅等の共

用部分の手数料の金額  

（２）非住宅建築物の場合  

区分  １件当たりの手数料の金額  
申請に係る建  
築物エネルギ
ー消費性能向
上計画が、建
築物のエネル
ギー消費性能
の向上に関す
る法律第３０
条第１項各号
に掲げる基準
又はこれと同
等の基準に適
合するものと
して市長が別
に定める方法
により技術的
審査を受けた
ものである場
合  

その他の場合  
申請に係る
建築物エネ
ルギー消費
性能向上計
画が、建築
物のエネル
ギー消費性
能の向上に
関する法律
第３０条第
１項第１号
の規定によ
り定められ
た簡易な評
価方法であ
って市長が
別に定める
方法により
評価された
ものである
場合  

左記以外の
評価方法に
より評価さ
れたもので
ある場合  

非住宅
建築物

床面積が３０
０平方メート
ル以内のもの  

6 , 0 0 0 円 4 7 , 9 0 0 円 1 3 1 , 2 0 0 円

床面積が３０
０平方メート
ルを超え２，
０００平方メ
ートル以内の
もの  

1 7 , 3 0 0 円 8 1 , 5 0 0 円 2 1 0 , 4 0 0 円



 床面積が２，
０００平方メ
ートルを超え
５，０００平
方メートル以
内のもの  

5 2 , 0 0 0 円 1 3 6 , 0 0 0 円 3 0 4 , 1 0 0 円

床面積が５，
０００平方メ
ートルを超え
１０，０００
平方メートル
以内のもの  

8 2 , 4 0 0 円 1 8 0 , 0 0 0 円 3 7 6 , 1 0 0 円

床面積が１０，
０００平方メ
ートルを超え
２５，０００
平方メートル
以内のもの  

1 0 4 , 1 0 0 円 2 1 7 , 2 0 0 円 4 4 4 , 4 0 0 円

床面積が２５，
０００平方メ
ートルを超え
るもの  

1 3 0 , 2 0 0 円 2 5 6 , 1 0 0 円 5 0 9 , 2 0 0 円

備考  
この表において「非住宅建築物」とは、住戸部分を有しな

い建築物をいう。  

（３）複合建築物の場合  

 区分  １件当たりの手数料の金額  
複合建築物全体の認
定申請をする場合又
は複合建築物の住戸
部分及び複合建築物
全体の認定申請をす
る場合  

複合建築物の形態に応じて、（１）及び
（４）の金額の合計額又は（２）、（３）
及び（４）の金額の合計額とする。この
場合において、３の（１）の表中「申請
戸数」とあるのは、「総戸数」と読み替
えるものとする。  
（１）３の（１）の表の一戸建ての住宅の
手数料の金額  

 （２）複合建築物の住戸部分の総戸数に応
じた３の（１）の表の共同住宅等の住戸
部分の手数料の金額  

（３）複合建築物の共用部分の床面積に応



じた３の（１）の表の共同住宅等の共用
部分の手数料の金額  

（４）複合建築物の住戸部分及び共用部分
以外の部分の床面積に応じた３の（２）
の表の非住宅建築物の手数料の金額  

複合建築物の住戸部
分の認定申請をする
場合  

複合建築物の形態に応じて、３の（１）
の表の一戸建ての住宅の手数料の金額又
は認定申請をする住戸部分の戸数に応じ
た共同住宅等の住戸部分の手数料の金額  

備考  
１  この表において「複合建築物」とは、住戸部分及び住戸
部分以外の部分（共用部分を除く。）を有する建築物をい
う。  
２  この表において「一戸建ての住宅」とは、住戸部分以外
の部分を有しない１戸の住宅をいう。  
３  この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋そ
の他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、住戸部分以外の
部分（共用部分を除く。）を有しないものをいう。  
４  この表において「住戸部分」とは、人の居住の用に供す
る部分をいう。  
５  この表において「共用部分」とは、共用廊下、共用階段
その他の共用部分をいう。  

４  建築物エネルギー消費性能に係る認定申請手数料  

（１）住宅の場合  

区分  １件当たりの手数料の金額  
申請に係る建
築物が、建築
物のエネルギ
ー消費性能の
向上に関する
法律第２条第
３号に規定す
る基準又はこ
れと同等の基
準に適合する
ものとして市
長が別に定め
る方法により
技術的審査を  

その他の場合  
申請に係る
建築物の共
用部分以外
の部分が、
建築物のエ
ネルギー消
費性能の向
上に関する
法律第２条
第３号の規
定により定
められた簡
易な評価方  

左記以外の
評価方法に
より評価さ
れたもので
ある場合  



 受けたもので
ある場合  

法であって
市長が別に
定める方法
により評価
されたもの
である場合  

 

一戸建ての住宅  5 , 0 0 0 円 1 8 , 7 0 0 円 3 6 , 8 0 0 円
共
同
住
宅
等  

住
戸
部
分  

１棟の申請戸
数が１戸のも
の  

5 , 0 0 0 円 1 8 , 7 0 0 円 3 6 , 8 0 0 円

１棟の申請戸
数が１戸を超
え５戸以下の
もの  

1 0 , 1 0 0 円 3 5 , 3 0 0 円 7 4 , 5 0 0 円

１棟の申請戸
数が５戸を超
え１０戸以下
のもの  

1 7 , 3 0 0 円 5 1 , 2 0 0 円 1 0 4 , 8 0 0 円

１棟の申請戸
数が１０戸を
超え２５戸以
下のもの  

2 8 , 9 0 0 円 7 3 , 6 0 0 円 1 4 7 , 5 0 0 円

１棟の申請戸
数が２５戸を
超え５０戸以
下のもの  

4 8 , 4 0 0 円 1 1 1 , 1 0 0 円 2 1 1 , 9 0 0 円

１棟の申請戸
数が５０戸を
超え１００戸
以下のもの  

8 6 , 8 0 0 円 1 6 8 , 1 0 0 円 3 0 3 , 8 0 0 円

１棟の申請戸
数が１００戸
を超え２００
戸以下のもの

1 3 7 , 4 0 0 円 2 3 9 , 5 0 0 円 4 1 1 , 5 0 0 円

  １棟の申請戸
数が２００戸
を超え３００
戸以下のもの

1 7 3 , 6 0 0 円 3 0 9 , 5 0 0 円 5 3 9 , 6 0 0 円

  １棟の申請戸 1 8 5 , 1 0 0 円 3 5 2 , 1 0 0 円 6 3 3 , 6 0 0 円



  数が３００戸
を超えるもの

 共  床面積が３０ 1 0 , 1 0 0 円 1 1 7 , 9 0 0 円 1 1 7 , 9 0 0 円
 用

部
分  

０平方メート
ル以内のもの
床面積が３０
０平方メート
ルを超え２，
０００平方メ
ートル以内の
もの  

2 8 , 9 0 0 円 1 9 4 , 5 0 0 円 1 9 4 , 5 0 0 円

床面積が２，
０００平方メ
ートルを超え
５，０００平
方メートル以
内のもの  

8 6 , 8 0 0 円 3 0 3 , 0 0 0 円 3 0 3 , 0 0 0 円

床面積が５，
０００平方メ
ートルを超え
１０，０００
平方メートル
以内のもの  

1 3 7 , 4 0 0 円 3 8 9 , 1 0 0 円 3 8 9 , 1 0 0 円

床面積が１０，
０００平方メ
ートルを超え
２５，０００
平方メートル
以内のもの  

1 7 3 , 6 0 0 円 4 6 5 , 1 0 0 円 4 6 5 , 1 0 0 円

床面積が２５，
０００平方メ
ートルを超え
るもの  

2 1 7 , 0 0 0 円 5 4 1 , 7 0 0 円 5 4 1 , 7 0 0 円

備考  
１  この表において「一戸建ての住宅」とは、住戸部分以外
の部分を有しない１戸の住宅をいう。  
２  この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋そ
の他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、住戸部分以外の
部分（共用部分を除く。）を有しないものをいう。  



３  この表において「住戸部分」とは、人の居住の用に供す
る部分をいう。  
４  この表において「共用部分」とは、共用廊下、共用階段
その他の共用部分をいう。  
５  共同住宅等の建築物全体の認定申請をする場合又は共同
住宅等の住戸部分及び共同住宅等の建築物全体の認定申請を
する場合の手数料の金額は、次に掲げる手数料の金額の合計
額とする。この場合において、この表中「申請戸数」とある
のは、「総戸数」と読み替えるものとする。  

（１）共同住宅等の住戸部分の総戸数に応じた共同住宅等の住
戸部分の手数料の金額  

（２）共同住宅等の共用部分の床面積に応じた共同住宅等の共
用部分の手数料の金額  

 

（２）非住宅建築物の場合  

区分  １件当たりの手数料の金額  
申請に係る建
築物が、建築
物のエネルギ
ー消費性能の
向上に関する
法律第２条第
３号に規定す
る基準又はこ
れと同等の基
準に適合する
ものとして市
長が別に定め
る方法により
技術的審査を
受けたもので
ある場合  

その他の場合  
申請に係る
建築物が、
建築物のエ
ネルギー消
費性能の向
上に関する
法律第２条
第３号の規
定により定
められた簡
易な評価方
法であって
市長が別に
定める方法
により評価
されたもの
である場合  

左記以外の
評価方法に
より評価さ
れたもので
ある場合  

非住宅
建築物

床面積が３０
０平方メート
ル以内のもの

1 0 , 1 0 0 円 9 3 , 8 0 0 円 2 6 0 , 4 0 0 円  



 床面積が３０
０平方メート
ルを超え２，
０００平方メ
ートル以内の
もの  

2 8 , 9 0 0 円 1 5 7 , 3 0 0 円 4 1 5 , 1 0 0 円  

 床面積が２，
０００平方メ
ートルを超え
５，０００平
方メートル以
内のもの  

8 6 , 8 0 0 円 2 5 4 , 7 0 0 円 5 9 0 , 9 0 0 円  

床面積が５，
０００平方メ
ートルを超え
１０，０００
平方メートル
以内のもの  

1 3 7 , 4 0 0 円 3 3 2 , 6 0 0 円 7 2 4 , 7 0 0 円  

床面積が１０，
０００平方メ
ートルを超え
２５，０００
平方メートル
以内のもの  

1 7 3 , 6 0 0 円 3 9 9 , 8 0 0 円 8 5 4 , 2 0 0 円  

床面積が２５，
０００平方メ
ートルを超え
るもの  

2 1 7 , 0 0 0 円 4 6 9 , 0 0 0 円 9 7 5 , 0 0 0 円  

備考  
この表において「非住宅建築物」とは、住戸部分を有しな

い建築物をいう。  

（３）複合建築物の場合  

 区分  １件当たりの手数料の金額  
複合建築物全体の認
定申請をする場合又
は複合建築物の住戸
部分及び複合建築物
全体の認定申請をす
る場合  

複合建築物の形態に応じて、（１）及び
（４）の金額の合計額又は（２）、（３）
及び（４）の金額の合計額とする。この
場合において、４の（１）の表中「申請
戸数」とあるのは、「総戸数」と読み替
えるものとする。  



 （１）４の（１）の表の一戸建ての住宅
の手数料の金額  

（２）複合建築物の住戸部分の総戸数に
応じた４の（１）の表の共同住宅等の
住戸部分の手数料の金額  

（３）複合建築物の共用部分の床面積に
応じた４の（１）の表の共同住宅等の
共用部分の手数料の金額  

（４）複合建築物の住戸部分及び共用部
分 以 外 の 部 分 の 床 面 積 に 応 じ た ４ の
（２）の表の非住宅建築物の手数料の
金額  

複合建築物の住戸部
分の認定申請をする
場合  

複合建築物の形態に応じて、４の（１）
の表の一戸建ての住宅の手数料の金額又
は認定申請をする住戸部分の戸数に応じ
た共同住宅等の住戸部分の手数料の金額  

備考  
１  この表において「複合建築物」とは、住戸部分及び住戸
部分以外の部分（共用部分を除く。）を有する建築物をい
う。  
２  この表において「一戸建ての住宅」とは、住戸部分以外
の部分を有しない１戸の住宅をいう。  
３  この表において「共同住宅等」とは、共同住宅、長屋そ
の他の一戸建ての住宅以外の住宅であって、住戸部分以外の
部分（共用部分を除く。）を有しないものをいう。  
４  この表において「住戸部分」とは、人の居住の用に供す
る部分をいう。  
５  この表において「共用部分」とは、共用廊下、共用階段
その他の共用部分をいう。  

別表第７（第２条関係）  

 行政不服審査法関係手数料  

手数料を徴収する

事務  

区分  交付の方法  手数料の金額  

行政不服審査法第

３８条に基づき審

理員が行う提出書

類等の写し等の交

付及び同法第８１

１  文書又

は図面の

場合  

電子複写機に

より用紙に複写

したものの交付

（日本工業規格

Ａ３判以下の大

白黒の場合  １

枚につき１０円

カラーの場合  

１枚につき４０



条の規定に基づき

同条の機関が行う

主張書面等の写し

 きさの用紙を用

いて行うものに

限る。）  

円  

等の交付  ２  電磁的

記録の場

合  

機器及びプロ

グラムにより用

紙に出力したも

のの交付（日本

工業規格Ａ３判

以下の大きさの

用紙を用いて行

うものに限る。）

白黒の場合  １

枚につき１０円

備考  

１  用紙の両面に使用するときは、片面を１枚として料金の額を

算定する。  

２  日本工業規格Ａ３判を超える大きさの用紙を用いるときは、

日本工業規格Ａ３判に相当する大きさで換算した枚数分の料金

の額とする。  

附  則  

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  


